








































地裁判決　「知る権利はゆずれない」

懲役1年、執行猶予3年

2010年9月6日午後、佐藤潤一と鈴木徹は判決を受けるため青森地裁に入りま
した。佐藤と鈴木が裁判官の前に立つと、静まり返った法廷に小川賢司裁判
長の声が響き始めます。裁判長は「被告人両名は窃盗と建造物侵入により懲
役1年、執行猶予3年とする」と判決を先に言い渡し、判決に至った経緯を、弁
護団が提示した主張に沿って返答する形で読み上げていきました。

不法領得の意思があったのか

日本の法律では「窃盗」と認められるためには「不法領得（他人のものを自己
の所有物と同様に、その経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思）」
が必要とされています。弁護団は、佐藤と鈴木にはこの「不法領得の意思が全
くなかった」、むしろ彼らは「公共の利益のために行動した」ということを最初
の弁護側主張としていました。しかし青森地裁は、段ボール箱を開け内容物を
調査し、その結果を公表したことで被告人はあたかも自分たちが所有者のよ
うに箱を扱ったと判断し、窃盗に当たるとしました。

目的が正当であったのか

青森地裁は、佐藤と鈴木の行為はたとえ外形上は刑法に触れる行為であって
も、より大きな犯罪を防ぐには必要であり正当化されるという二番目の主張も
却下しました。弁護団は、クジラ肉が入った段ボール箱一箱を確保し、東京地
検に提出することが、調査捕鯨船での不正を証明する唯一の方法であり、実
際にこの方法で、調査捕鯨船での不適切なクジラ肉の取扱いを是正させるこ
とができたとしました。

しかし、裁判所は「たとえ公益を目的としたものであったとしても、その調査活
動の過程で刑罰法令に触れる行為をして他人の権利を侵害すること」は是認
できないとして「法と社会が許容するところではない」としました。この結論に
至るにあたり、地裁は「関係証拠によれば、確かに、従来の調査捕鯨活動にお
いて、捕獲したクジラの肉の取扱いに一部不明朗な点があり、被告人らが本件
鯨肉の存在を公表したのを契機に、そのような取扱いが見直されたことは認
める」という認識を示しましたが、このことが「他人の財産権ないし、管理権を
侵害した本件犯行を正当化する余地はない」と述べています。
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国際人権法と日本国憲法で保障されている「表現の自由」の権利行使にあたるか

弁護団がもっとも重要な主張としてきた、佐藤と鈴木の行為が国際人権法と日本国憲法
が定める「表現の自由」で保障されるかどうかについて、裁判所は十分な説明を示さな
いまま退けました。

弁護団は裁判所が日本も批准している国際人権（自由権）規約第19条(3)にある「３つの
基準」を判断のガイドラインとして適用するよう強調していました。この基準は、国家機
関が市民の「表現の自由」の権利行使を規制できる基準として定めているものですが、
この基準は民主的な社会実現するために「必要な」場合に限るとされています。よって、
今回のケースのように、不正を指摘するという行為を罰することは、不正を実行するも
のを許すという間違ったメッセージを発することになるため、規制は民主的な社会の形
成に「必要ない」とすべきものだと弁護団は主張したのです。

また、弁護団は裁判所が今回のような「公共の利益」のために行動することに「有罪判
決」を下すことで、不正を追及するジャーナリストやNGO、市民に萎縮効果を与え、本来
の民主的な社会形成を妨げると主張していました。しかし、裁判所は被告人を窃盗と建
造物侵入で有罪にするのは第19条(3)に十分整合すると結論づけ、被告人の行為は違
法であり、「捜査押収業務に等しい」ため、有罪判決がジャーナリストやNGO、市民によ
る合法的な調査に萎縮効果を与えるという考えは「あり得ない」と退けました。

即日控訴へ

上記3つの主張をすべて退けた青森地裁に対し、佐藤と鈴木は「欧州人権裁判所がすで
に実行しているように、刑法の条文に触れるかどうかを裁くのではなく、民主的な社会
につながるかどうかで判断してほしい。不正を厳しく罰することと、不正を指摘しようと
する人を厳しく罰することと、どちらが本当に民主的な社会につながるのか。知る権利
はゆずれない。」とし、判決後行われた記者会見で仙台高裁に控訴したことを発表しま
した。　   
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2月8日： 国連人権理事会の「恣意的拘禁に関するワーキン
ググループ」が、グリーンピース活動家の佐藤と鈴木の逮捕・勾
留は人権侵害と日本政府に意見を伝えていたことが発表さ
れた。

2月10日： 東京検察審査会へ審査申し立て。グリーンピース・
ジャパンの星川と佐藤が調査捕鯨船団船員によるクジラ肉
の横領を東京地検に告発し、2008年6月20日に不起訴処分
とされたことについて、東京検察審査会に審査を申し立て
た。

2月15日： クジラ肉裁判初公判、青森地方裁判所で開廷。共
同船舶の幹部と西濃運輸の青森支店長の証人尋問など。

3月8日： 第2回公判、ダンボール箱のクジラ肉のやりとりに
関わった共同船舶元船員の証人尋問など。

3月9日： 第3回公判、「クジラ肉の横領を目撃した」とグリー
ンピースに内部告発情報を提供した元船員の証人尋問と、
佐藤の主尋問。

3月10日： 第4回公判、佐藤に対する検察の反対尋問と鈴木
の主尋問および反対尋問。

3月11日： 第5回公判、国際人権法・メディア法の専門家、フ
ォルホーフ教授の証人尋問。

4月12日： 東京検察審査会へ新たな証拠を提出。第5回公判
までの中で明らかになった調査捕鯨関係者らの組織的なク
ジラ肉横領への関与と隠ぺいの追加証拠を提供。

4月26日： 東京検察審査会、「不起訴相当」を決議。グリーン
ピースは決議が不当であるとのコメント発表。

5月14日： 第6回公判、ダンボール箱のクジラ肉を自宅へ送
っていた日新丸船員と「土産クジラ肉」の製造に深く関わる
船員の証人尋問。

2010年
6月8日：第7回公判、結審。弁護団の最終弁論と佐藤・鈴木の
最終陳述。検察は両名ともに1年6カ月を求刑。またクジラ肉
のDNA鑑定結果が証拠採用され、箱の送り主の「複数の人
から分けてもらったクジラ肉を半分に切った」とういう証言
が崩れる。

9月6日：判決。青森地裁が「懲役1年、執行猶予3年」の判決
を下し、即日控訴。

12月22日：水産庁が記者会見を開き、調査捕鯨船の運航会
社である共同船舶株式会社から水産庁の職員がクジラ肉を
受け取っていたとして謝罪するとともに、関与した職員 5 名
を懲戒処分としたことを発表した。

5月24日：仙台高等裁判所で、控訴審第一回公判
（2011年5月1日現在）
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